
 

 

１. 変更内容 

（１） データ保存期間の変更 

内国貨物運送申告ＤＢの削除可能記号「Ａ」の保存期間を７日間＊１に延長する。 

以下の保存起算日に設定されたデータの保存期間が７日間＊１に延長となる。 

①到着確認された日 

②「内国貨物運送申告（承認）変更（ＤＣＥ）」業務で承認前の申告が取り消された日 

③ＤＣＥ業務で申告が訂正された日（訂正対象のレコードに設定） 

④「許可・承認等情報登録（監視）（ＰＡＫ）」業務または「許可・承認等情報登録（監視）（Ｐ

ＡＫ０３）」業務で手作業移行された日 

⑤「内国貨物運送申告審査終了（ＤＣＺ）」業務で申告の取消しを承認した日 

 

以下に、「内国貨物運送申告照会（ＩＤＴ）」業務の照会可能期間が「内国貨物運送到着確認（Ｄ

ＣＡ）」業務の到着確認後７日間＊１となる上記①の例を示す。 

 

 

 

（＊１）日祝含む。 
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＜航空／海上業務＞ 
内国貨物運送申告ＤＢの保存期間延長 
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＜変更前仕様＞ 

内国貨物運送申告ＤＢの保存期間が、到着確認後２日間である。 

＜変更後仕様＞ 

内国貨物運送申告ＤＢの保存期間を、到着確認後７日間とする。 


